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○

上
場
株
式
の
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
五
年
内
閣
府
令
第
二
十
一
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改

正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載

）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め

、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に

こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
一
般
的
記
載
事
項
等
）

（
一
般
的
記
載
事
項
等
）

第
一
条

金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以

第
一
条

［
同
上
］

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
参
考
書
類
（
以

下
「
参
考
書
類
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

勧
誘
者
が
当
該
株
式
の
発
行
会
社
又
は
そ
の
役
員
で
あ
る
場
合

次
に
掲

一

［
同
上
］

げ
る
事
項

［
イ
～
ハ

略
］

［
イ
～
ハ

同
上
］

ニ

議
案
に
つ
き
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
八
十

ニ

議
案
に
つ
き
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
百
八
十

四
条
、
第
三
百
八
十
九
条
第
三
項
又
は
第
三
百
九
十
九
条
の
五
の
規
定
に

四
条
又
は
第
三
百
八
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
に
報
告
す

よ
り
株
主
総
会
に
報
告
す
べ
き
調
査
の
結
果
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
結
果

べ
き
調
査
の
結
果
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
の
概
要

の
概
要

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］
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（
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

（
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

第
二
条

株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
が
取
締
役
（
当
該
会
社
が
監
査
等
委
員
会

第
二
条

株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
が
取
締
役
（
当
該
会
社
が
監
査
等
委
員
会

設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
を
除
く
。

設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
を
除
く
。

第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い

第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い

て
、
当
該
会
社
に
よ
り
、
又
は
当
該
会
社
の
た
め
に
当
該
株
式
に
つ
い
て
議
決

て
、
当
該
会
社
に
よ
り
、
又
は
当
該
会
社
の
た
め
に
当
該
株
式
に
つ
い
て
議
決

権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る

権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

候
補
者
と
当
該
会
社
と
の
間
で
補
償
契
約
（
会
社
法
第
四
百
三
十
条
の
二

［
号
を
加
え
る
。
］

第
一
項
に
規
定
す
る
補
償
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
て
い
る

と
き
又
は
補
償
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
補
償
契
約
の

内
容
の
概
要

六

候
補
者
を
被
保
険
者
と
す
る
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
（
会
社
法
第
四

［
号
を
加
え
る
。
］

百
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
締
結
し
て
い
る
と
き
又
は
当
該
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契

約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
の

内
容
の
概
要

七
～
十

［
略
］

五
～
八

［
同
上
］

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
株
式
の
発
行
会
社
が
他
の
者
の
子
会
社

２

［
同
上
］

等
（
会
社
法
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
で
あ
る
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

候
補
者
が
過
去
十
年
間
に
当
該
他
の
者
の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
を

三

候
補
者
が
過
去
五
年
間
に
当
該
他
の
者
の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
を

当
該
会
社
が
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
者
に
お
け
る
地
位
及
び
担
当

当
該
会
社
が
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
者
に
お
け
る
地
位
及
び
担
当

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
候
補
者
が
社
外
取
締
役
候
補
者
（
会

３

［
同
上
］

社
法
施
行
規
則
第
二
条
第
三
項
第
七
号
に
規
定
す
る
社
外
取
締
役
候
補
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き

は
、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
候
補
者
が
社
外
取
締
役
（
社
外
役
員
（
会
社
法
施
行
規
則
第
二
条
第

［
号
を
加
え
る
。
］

三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
社
外
役
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
限
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
選
任
さ
れ
た
場
合
に
果
た
す
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
役
割
の
概
要

四

当
該
候
補
者
が
現
に
当
該
会
社
の
社
外
取
締
役
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

三

当
該
候
補
者
が
現
に
当
該
会
社
の
社
外
取
締
役
（
会
社
法
第
二
条
第
十
五

当
該
候
補
者
が
最
後
に
選
任
さ
れ
た
後
在
任
中
に
当
該
会
社
に
お
い
て
法
令

号
に
規
定
す
る
社
外
取
締
役
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
社
外
役
員
（
会
社

又
は
定
款
に
違
反
す
る
事
実
そ
の
他
不
当
な
業
務
の
執
行
が
行
わ
れ
た
事
実

法
施
行
規
則
第
二
条
第
三
項
第
五
号
に
規
定
す
る
社
外
役
員
を
い
う
。
以
下

（
重
要
で
な
い
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に
当
該

同
じ
。
）
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い

事
実
の
発
生
の
予
防
の
た
め
に
当
該
候
補
者
が
行
っ
た
行
為
及
び
当
該
事
実

て
、
当
該
候
補
者
が
最
後
に
選
任
さ
れ
た
後
在
任
中
に
当
該
会
社
に
お
い
て

の
発
生
後
の
対
応
と
し
て
行
っ
た
行
為
の
概
要

法
令
又
は
定
款
に
違
反
す
る
事
実
そ
の
他
不
当
な
業
務
の
執
行
が
行
わ
れ
た

事
実
（
重
要
で
な
い
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に

当
該
事
実
の
発
生
の
予
防
の
た
め
に
当
該
候
補
者
が
行
っ
た
行
為
及
び
当
該

事
実
の
発
生
後
の
対
応
と
し
て
行
っ
た
行
為
の
概
要

五
・
六

［
略
］

四
・
五

［
同
上
］

七

当
該
候
補
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
当
該
会
社
が
知
っ
て

六

［
同
上
］
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い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
会
社
の
親
会
社
等
（
会
社
法
第
二
条
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
親

ロ

当
該
会
社
の
親
会
社
等
（
会
社
法
第
二
条
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
親

会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
自
然
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

会
社
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
自
然
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

ロ
及
び
ホ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
又
は
過
去
十
年
間
に
当
該
会

ロ
及
び
ホ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
又
は
過
去
五
年
間
に
当
該
会

社
の
親
会
社
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

社
の
親
会
社
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
（
会
社
法
施
行
規
則
第
二
条
第
三
項
第

ハ

当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
（
会
社
法
施
行
規
則
第
二
条
第
三
項
第

十
九
号
に
規
定
す
る
特
定
関
係
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
条

十
九
号
に
規
定
す
る
特
定
関
係
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
、
第
二
条

の
三
第
三
項
第
七
号
及
び
第
四
条
第
三
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

の
三
第
三
項
第
六
号
及
び
第
四
条
第
三
項
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
り
、
又
は
過
去
十
年
間
に
当
該
会
社
の

業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
り
、
又
は
過
去
五
年
間
に
当
該
会
社
の

特
定
関
係
事
業
者
（
当
該
会
社
の
子
会
社
を
除
く
。
）
の
業
務
執
行
者
若

特
定
関
係
事
業
者
（
当
該
会
社
の
子
会
社
を
除
く
。
）
の
業
務
執
行
者
若

し
く
は
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

し
く
は
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

［
ニ
・
ホ

略
］

［
ニ
・
ホ

同
上
］

ヘ

過
去
二
年
間
に
合
併
、
吸
収
分
割
、
新
設
分
割
又
は
事
業
の
譲
受
け
（

ヘ

過
去
二
年
間
に
合
併
、
吸
収
分
割
、
新
設
分
割
又
は
事
業
の
譲
受
け
（

以
下
ヘ
、
第
二
条
の
三
第
三
項
第
七
号
ヘ
及
び
第
四
条
第
三
項
第
六
号
ヘ

以
下
ヘ
、
第
二
条
の
三
第
三
項
第
六
号
ヘ
及
び
第
四
条
第
三
項
第
六
号
ヘ

に
お
い
て
「
合
併
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
他
の
株
式
会
社
が
そ
の
事
業

に
お
い
て
「
合
併
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
他
の
株
式
会
社
が
そ
の
事
業

に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
当
該
会
社
が
承
継
又
は
譲
受
け
を
し
た
場

に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
当
該
会
社
が
承
継
又
は
譲
受
け
を
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
合
併
等
の
直
前
に
当
該
会
社
の
社
外
取
締
役
又
は
監

合
に
お
い
て
、
当
該
合
併
等
の
直
前
に
当
該
会
社
の
社
外
取
締
役
又
は
監

査
役
で
な
く
、
か
つ
、
当
該
他
の
株
式
会
社
の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ

査
役
で
な
く
、
か
つ
、
当
該
他
の
株
式
会
社
の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ

と
。

と
。

八
・
九

［
略
］

七
・
八

［
同
上
］

（
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
場
合
等
の
特
則
）
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第
二
条
の
二

削
除

第
二
条
の
二

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
株
式
の
発
行
会
社
が

社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
特
定
監
査
役
会
設
置
会
社
（
当
該
株
主
総
会
の

終
結
の
時
に
社
外
取
締
役
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
も
の

を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
取
締
役
に
就
任
し
た
と
す
れ
ば
社
外
取
締
役

と
な
る
見
込
み
で
あ
る
者
を
候
補
者
と
す
る
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を

当
該
株
主
総
会
に
提
出
し
な
い
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
社
外
取
締
役
を
置

く
こ
と
が
相
当
で
な
い
理
由
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
に
規
定
す
る
「
特
定
監
査
役
会
設
置
会
社
」
と
は
、
監
査
役
会
設
置
会

社
（
大
会
社
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
発
行
す

る
株
式
に
つ
い
て
有
価
証
券
報
告
書
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
を
い
う
。

３

第
一
項
の
理
由
は
、
当
該
会
社
の
そ
の
時
点
に
お
け
る
事
情
に
応
じ
て
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
社
外
監
査
役
が
二
人
以
上
あ

る
こ
と
の
み
を
も
っ
て
当
該
理
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

（
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

第
二
条
の
三

株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
が
監
査
等
委
員
で
あ
る
取
締
役
の
選

第
二
条
の
三

［
同
上
］

任
に
関
す
る
議
案
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
社
に
よ
り
、
又
は
当

該
会
社
の
た
め
に
当
該
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ

る
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］
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五

当
該
会
社
と
の
間
に
特
別
の
利
害
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
概

五

会
社
と
の
間
に
特
別
の
利
害
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
の
概
要

要
［
六
～
八

略
］

［
六
～
八

同
上
］

九

候
補
者
と
当
該
会
社
と
の
間
で
会
社
法
第
四
百
二
十
七
条
第
一
項
の
契
約

九

候
補
者
と
株
式
会
社
と
の
間
で
会
社
法
第
四
百
二
十
七
条
第
一
項
の
契
約

を
締
結
し
て
い
る
と
き
又
は
当
該
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、

を
締
結
し
て
い
る
と
き
又
は
当
該
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
契
約
の
内
容
の
概
要

そ
の
契
約
の
内
容
の
概
要

十

候
補
者
と
当
該
会
社
と
の
間
で
補
償
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
又
は
補

［
号
を
加
え
る
。
］

償
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
補
償
契
約
の
内
容
の
概
要

十
一

候
補
者
を
被
保
険
者
と
す
る
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
し
て

［
号
を
加
え
る
。
］

い
る
と
き
又
は
当
該
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
内
容
の
概
要

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
株
式
の
発
行
会
社
が
他
の
者
の
子
会
社

２

［
同
上
］

等
で
あ
る
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

候
補
者
が
過
去
十
年
間
に
当
該
他
の
者
の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
を

三

候
補
者
が
過
去
五
年
間
に
当
該
他
の
者
の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
を

当
該
会
社
が
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
者
に
お
け
る
地
位
及
び
担
当

当
該
会
社
が
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
者
に
お
け
る
地
位
及
び
担
当

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
候
補
者
が
社
外
取
締
役
候
補
者
で
あ

３

［
同
上
］

る
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

当
該
候
補
者
が
社
外
取
締
役
（
社
外
役
員
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

［
号
を
加
え
る
。
］

て
同
じ
。
）
に
選
任
さ
れ
た
場
合
に
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
役
割
の
概
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要
四

当
該
候
補
者
が
現
に
当
該
会
社
の
社
外
取
締
役
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

三

当
該
候
補
者
が
現
に
当
該
会
社
の
社
外
取
締
役
（
社
外
役
員
に
限
る
。
以

当
該
候
補
者
が
最
後
に
選
任
さ
れ
た
後
在
任
中
に
当
該
会
社
に
お
い
て
法
令

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
候
補
者
が
最

又
は
定
款
に
違
反
す
る
事
実
そ
の
他
不
当
な
業
務
の
執
行
が
行
わ
れ
た
事
実

後
に
選
任
さ
れ
た
後
在
任
中
に
当
該
会
社
に
お
い
て
法
令
又
は
定
款
に
違
反

（
重
要
で
な
い
も
の
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に
当
該

す
る
事
実
そ
の
他
不
当
な
業
務
の
執
行
が
行
わ
れ
た
事
実
（
重
要
で
な
い
も

事
実
の
発
生
の
予
防
の
た
め
に
当
該
候
補
者
が
行
っ
た
行
為
及
び
当
該
事
実

の
を
除
く
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
並
び
に
当
該
事
実
の
発
生
の
予

の
発
生
後
の
対
応
と
し
て
行
っ
た
行
為
の
概
要

防
の
た
め
に
当
該
候
補
者
が
行
っ
た
行
為
及
び
当
該
事
実
の
発
生
後
の
対
応

と
し
て
行
っ
た
行
為
の
概
要

五
・
六

［
略
］

四
・
五

［
同
上
］

七

当
該
候
補
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
当
該
会
社
が
知
っ
て

六

［
同
上
］

い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
会
社
の
親
会
社
等
（
自
然
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
及
び

ロ

当
該
会
社
の
親
会
社
等
（
自
然
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
及
び

ホ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
又
は
過
去
十
年
間
に
当
該
会
社
の
親

ホ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
又
は
過
去
五
年
間
に
当
該
会
社
の
親

会
社
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

会
社
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
の
業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
り

ハ

当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
の
業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
り

、
又
は
過
去
十
年
間
に
当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
（
当
該
会
社
の
子

、
又
は
過
去
五
年
間
に
当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
（
当
該
会
社
の
子

会
社
を
除
く
。
）
の
業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る

会
社
を
除
く
。
）
の
業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

［
ニ
～
ヘ

略
］

［
ニ
～
ヘ

同
上
］

八
・
九

［
略
］

七
・
八

［
同
上
］

（
会
計
参
与
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

（
会
計
参
与
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）
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第
三
条

株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
が
会
計
参
与
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
提

第
三
条

［
同
上
］

出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
社
に
よ
り
、
又
は
当
該
会
社
の
た
め
に
当
該

株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
参
考
書
類

に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

五

候
補
者
と
当
該
会
社
と
の
間
で
補
償
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
又
は
補

［
号
を
加
え
る
。
］

償
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
補
償
契
約
の
内
容
の
概
要

六

候
補
者
を
被
保
険
者
と
す
る
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い

［
号
を
加
え
る
。
］

る
と
き
又
は
当
該
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
内
容
の
概
要

七

［
略
］

五

［
同
上
］

（
監
査
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

（
監
査
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

第
四
条

株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
が
監
査
役
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を
提
出

第
四
条

［
同
上
］

す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
社
に
よ
り
、
又
は
当
該
会
社
の
た
め
に
当
該
株

式
に
つ
い
て
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
参
考
書
類
に

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六

略
］

［
一
～
六

同
上
］

七

候
補
者
と
当
該
会
社
と
の
間
で
補
償
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
又
は
補

［
号
を
加
え
る
。
］

償
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
補
償
契
約
の
内
容
の
概
要

八

候
補
者
を
被
保
険
者
と
す
る
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い

［
号
を
加
え
る
。
］

る
と
き
又
は
当
該
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
内
容
の
概
要
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九
～
十
一

［
略
］

七
～
九

［
同
上
］

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
株
式
の
発
行
会
社
が
他
の
者
の
子
会
社

２

［
同
上
］

等
で
あ
る
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

候
補
者
が
過
去
十
年
間
に
当
該
他
の
者
の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
を

三

候
補
者
が
過
去
五
年
間
に
当
該
他
の
者
の
業
務
執
行
者
で
あ
っ
た
こ
と
を

当
該
会
社
が
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
者
に
お
け
る
地
位
及
び
担
当

当
該
会
社
が
知
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
他
の
者
に
お
け
る
地
位
及
び
担
当

３

第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
候
補
者
が
社
外
監
査
役
候
補
者
（
会

３

［
同
上
］

社
法
施
行
規
則
第
二
条
第
三
項
第
八
号
に
規
定
す
る
社
外
監
査
役
候
補
者
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

当
該
候
補
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
当
該
会
社
が
知
っ
て

六

［
同
上
］

い
る
と
き
は
、
そ
の
旨

イ

［
略
］

イ

［
同
上
］

ロ

当
該
会
社
の
親
会
社
等
（
自
然
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
及
び

ロ

当
該
会
社
の
親
会
社
等
（
自
然
人
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
ロ
及
び

ホ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
又
は
過
去
十
年
間
に
当
該
会
社
の
親

ホ
⑴
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
り
、
又
は
過
去
五
年
間
に
当
該
会
社
の
親

会
社
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

会
社
等
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
。

ハ

当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
の
業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
り

ハ

当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
の
業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
り

、
又
は
過
去
十
年
間
に
当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
（
当
該
会
社
の
子

、
又
は
過
去
五
年
間
に
当
該
会
社
の
特
定
関
係
事
業
者
（
当
該
会
社
の
子

会
社
を
除
く
。
）
の
業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る

会
社
を
除
く
。
）
の
業
務
執
行
者
若
し
く
は
役
員
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
る

こ
と
。

こ
と
。

［
ニ
～
ヘ

略
］

［
ニ
～
ヘ

同
上
］
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［
七
・
八

略
］

［
七
・
八

同
上
］

（
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

（
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
）

第
五
条

株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
が
会
計
監
査
人
の
選
任
に
関
す
る
議
案
を

第
五
条

［
同
上
］

提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
社
に
よ
り
、
又
は
当
該
会
社
の
た
め
に
当

該
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
参
考
書

類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

候
補
者
と
当
該
会
社
と
の
間
で
補
償
契
約
を
締
結
し
て
い
る
と
き
又
は
補

［
号
を
加
え
る
。
］

償
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
補
償
契
約
の
内
容
の
概
要

七

候
補
者
を
被
保
険
者
と
す
る
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
し
て
い

［
号
を
加
え
る
。
］

る
と
き
又
は
当
該
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
を
締
結
す
る
予
定
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
役
員
等
賠
償
責
任
保
険
契
約
の
内
容
の
概
要

八
～
十

［
略
］

六
～
八

［
同
上
］

（
株
式
交
付
計
画
の
承
認
に
関
す
る
議
案
）

第
十
九
条
の
二

株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
が
株
式
交
付
計
画
の
承
認
に
関
す

［
条
を
加
え
る
。
］

る
議
案
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
社
に
よ
り
、
又
は
当
該
会
社
の

た
め
に
当
該
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
と
き
は

、
参
考
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
株
式
交
付
を
行
う
理
由

二

株
式
交
付
計
画
の
内
容
の
概
要

三

当
該
会
社
が
株
式
交
付
親
会
社
（
会
社
法
第
七
百
七
十
四
条
の
三
第
一
項
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第
一
号
に
規
定
す
る
株
式
交
付
親
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

、
同
法
第
二
百
九
十
八
条
第
一
項
の
決
定
を
し
た
日
に
お
け
る
会
社
法
施
行

規
則
第
二
百
十
三
条
の
二
各
号
（
第
五
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
項
の
内
容
の
概
要

（
株
式
交
付
計
画
の
承
認
に
関
す
る
議
案
）

第
三
十
七
条
の
二

株
式
の
発
行
会
社
の
取
締
役
が
株
式
交
付
計
画
の
承
認
に
関

［
条
を
加
え
る
。
］

す
る
議
案
を
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
会
社
に
よ
り
又
は
当
該
会
社
の

た
め
に
当
該
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
場
合
以

外
の
場
合
に
当
該
株
式
に
つ
い
て
議
決
権
の
代
理
行
使
の
勧
誘
が
行
わ
れ
る
と

き
は
、
参
考
書
類
に
は
、
株
式
交
付
計
画
の
内
容
の
概
要
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。


